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支
那
財
政
改
革
運
動
の
超
勤

十白

井

日
迎
代
支
那
財
政
史
を
貫
〈
運
動

象

雄

近
代
交
那
財
政
史
の
上
に
は
夫

r貫く
一
つ
の
大
き
た
動
き
が
色
る
。
財
政
機
の
中
央
へ
り
集
中
と
財
源
の
中
央
に
依
る
批
判
保
の

潟
民
、
消
末
以
降
く
り
返
し
ぐ
り
返
し
試
み
ら
れ
て
来
た
一
騎
の
努
力
が
そ
れ
で
あ
る
。
帥
ち
光
純
二
十
二
年
(
一
九
O
六
年
)
陀
怖

政
市
道
政
を
貨
施
す
ぺ
雪
自
の
上
論
が
下
さ
れ
、
そ
の
中
陀
財
政
制
度
の
改
革
を
も
併
せ
て
行
〉
と
述
べ
ら
れ
℃
ゐ
た
が
、
雨
後
図
民

集
の
財
政
改
革
に
至
る
温
、
突
の
様
た
一
一
聯
の
運
動
が
前
述
の
線
に
沿
っ
て
続
け
ら
れ
て
ゐ
る
。

光
開
↓
一
一
十
四
年
御
史
趨
畑
麟
に
依
る
財
政
権
の
統
一
之
阻
極
地
方
和
割
分
に
闘
す
る
上
奏

つ
巨
細
想
整
理
財
政
之
法
。
持
非
設
立
財
甜
昨
日
政
各
闘
。
而
今
度
文
部
雲
仙
一
大
構
。
一
切
租
町
四
分
作
南
項
。
一
回
一
積
。
以
備
中
央
政
府

之
川
。
一
地
方
砲
。
以
僻
地
方
行
政
之
用
。
改
布
政
債
錦
度
主
使
む
毎
省
一
員
。
統
司
全
省
財
政
出
入
。
紅
杭
岡
軸
次
地
方
税
。
直
接
度
支
部
。

一
E

」

情
朝
の
財
政
制
度
改
革
に
調
す
る
計
脅
讃
表

「
第
一
年
情
理
財
政
章
程
由
一
仙
布
、
第
三
年
各
省
歳
出
入
額
四
調
査
と
地
方
税
章
程
町
制
定
、
第
四
年
地
方
税
章
穂
町
頒
布
と
関
車
続
章
程

の
制
定
、
第
五
年
閣
J

品
種
章
程
円
一
組
布
」

情
理
財
政
章
程
(
八
章
三
十
四
棟
)
を
制
定
L
度
文
部
(
戸
部
)
に
最
高
財
政
官
臆
と

ιτ
的
資
植
を
奥
ふ
、
即
ち
従
来
督
権
に
穀
寓
し
た
布
政
1
艇
を
皮

支

部

に

斑

腿

す

べ

き

も

四

と

定

む

¥

宜
統
一
瓦
年
(
一
九

O
九
年
)
会
開
財
政
事
情
の
調
査
と
岡
家
酷
章
程
・
地
方
税
章
程
制
定
準
備
田
錦
清
理
財
政
蕗
排
事
章
程
及
び
各
省
縞
到
財
政
局
排

事
章
程
を
制
定

支
那
財
政
改
革
運
動
由
也
貼

第
五
十
七
巻

問

ブL

告書

漉

四
つL

「政且上及び楠民附財政史(ー)李構時、岡地別政割分問題、
j査官、荷闘行政法分前、巻五.沈乃正、清未之督撫集権、'1'

央集棒興同署排士、(情華大革、枇曾科串、ニ Z 民岡二十六年一月)、財政
部、財政舟灘 l工、(民岡二十四年)、中華民国法規大企第三珊(民国二十五年)



支
那
財
政
改
草
運
勘
白
ー
起
貼

俸
五
十
七
巻

ヨミ

O 

互五

O 

第

披

宣
統
一
一
年
同
章
程
に
某
き
中
央
に
荷
理
財
政
島
各
省
に
情
理
財
政
局
を
設
立
、
各
省
に
主
副
監
理
官
を
汲
遣
し
財
政
調
宜
と
凶
家
設
地
方
耽
割
分
白

準
備
に
常
ら
し
む

民
岡
元
年
(
一
丸
一
二
年
)
江
蘇
都
背
程
徳
去
の
闘
地
財
政
割
分
に
闘
す
各
建
議

民
同
二
年
間
枇
臨
誇
備
鹿
暫
行
章
程
の
制
定
、
財
政
に
岡
祖
師
曲
線
評
価
慮
を
各
省
に
凶
枕
臓
得
備
品
凪
を
設
け
岡
松
事
務
を
挽
首
す
べ
き
も
の
と
ナ

周
家
積
地
方
積
出
草
案
町
制
定

民
岡
一
-
一
年
財
政
臨
官
制
止
び
財
政
踊
酬
刑
事
枠
限
保
例
を
制
定
し
凶
続
出
師
詳
倒
産
に
代
へ
て
各
省
に
財
政
部
脱
届
の
財
政
腐
を
設
立

国
家
積
地
上
刈
税
法
草
案
申
修
正

民
闘
四
年
中
央
解
款
者
成
栴
例
白
制
定

中
央
専
款
制
の
採
用

民
凶
五
年
中
央
専
款
の
暫
設
と
巾
央
高
鳳
白
印
花
拍
畑
酒
軸
徴
肱
機
闘
。
設
立

民
闘
十
二
年
岡
地
積
劃
分
法
案
制
定

民
岡
十
三
年
凶
民
講
第
一
次
宇
一
回
一
代
表
'
官
議
に
於
て
一
切
白
川
収
支
を
財
政
都
目
糠
限
下
位
置
〈
べ
き
事
を
定
む

昆
図
十
四
年
中
央
執
行
委
員
官
に
於
け
る
右
と
同
様
白
主
藍
提
案

民
国
十
大
牛
中
央
財
風
合
議
白
決
議
に
某

f
割
分
凶
事
枚
入
地
方
収
入
暫
行
標
準
葉
町
制
定

民
凶
十
七
年
第
一
次
全
凶
財
政
曾
識
の
決
議
に
基
(
割
分
岡
家
枚
入
地
方
枚
入
標
準
の
制
定
公
布

財
政
部
財
政
施
行
大
制
町
中
に
財
務
行
世
統
一
の
必
要
を
強
調

民
国
十
八
年
鯛
遺
骨
議
に
於
け
る
尉
政
統
一
昨
陸
自
提
案

民
幽
二
十
一
年
監
督
地
方
財
政
暫
行
法
公
布
〆

民
閣
二
十
二
年
同
施
行
制
則
公
布

民
岡
ご
十
四
年
俸
二
次
長
凶
刷
政
官
議
の
決
議
に
基
〈
岡
地
財
政
収
支
系
統
惜
の
公
布

清
朝
は
貨
物
経
済
と
貨
幣
粧
品
何
の
二
つ
の
領
域
に
跨
っ
て
モ
の
財
政
主
建
皆
し
℃
ゐ
た
。
清
朝
直
領
地
(
皇
室
計
世
田
・
官
同
)
・
加
、
人
及

び
軍
隊
に
劃
す
る
土
地
支
給
(
八
旗
揺
同
・
駐
防
荘
同
・
屯
同
)
・
ヱ
揚
直
皆
(
絹
横
物
工
場
・
胸
器
工
場
)
・
各
省
か
ら
の
貢
納
口
町
・
車
両
氏
の
持
力
奉

に依る。
例へば漸江省から茶網目腰掛木桐袖ホ菓等が、湖南省からは鵬木等が、江両省
からは夏<!i、帯、磁器、蹴仕、師新、盤、蓮子、手陣粉、策子、信主菌、本撃が，
庚東省かbは檀香、錫、勝、鵬、犠梨、続布等が貢物として中央に怠吋され
， 

2) 



、

仕
(
差
橋
)
・
槽
糧
等
の
基
礎
の
上
に
立
つ
も
の
が
前
者
に
属
L
、
御
用
金
・
寅
官
牧
入
及
び
土
地
ム
」
農
民
に
針
ず
る
課
税
(
抽
賦
・
丁
賦
後

に
同
賦
)
を
中
軸
と
し
輔
副
税
・
閥
杭
・
そ
の
他
雑
税
(
茶
謀
・
漁
誹
・
鏑
課
・
円

H

川
耽
・
珂
輯
・
契
相
等
)
を
以
て
柿
完
税
と
す
る
租
税
鵠
系
か
ら
の

銀
附
に
依
る
牧
入
等
に
悲
礎
を
置
く
も
む
が
後
者
に
属
し
て
ゐ
た
。
此
等
の
中
で
も
銀
隔
に
依
る
租
税
収
入
は
清
朝
財
政
に
於
て
最

-
も
軍
要
注
均
位
を
占
め
て
ゐ
た
が
、
特
に
仲
町
恥
時
一
経
済
の
普
及
に
件
っ
て
官
然
そ
の
重
要
さ
を
加
へ
て
行
っ
た
。
然
し
清
朝
の
財
政
機
俳

は
、
租
税
収
入
が
捨
税
者
か
ら
引
苦
上
げ
ら
れ
て
、
夫
が
直
ち
に
清
朝
の
金
庫
に
流
れ
込
む
と
云
っ
た
様
た
単
純
た
仕
組
に
た
っ
て

ゐ
る
の
で
は
無
〈
、
租
税
牧
入
を
捻
税
者
か
ら
清
朝
に
狙
A
Y
る
導
管
の
中
間
に
は
、
各
省
長
官
と
し
て
の
替
撫
が
大
き
た
障
碍
物
と

し
て
目
止
ち
は
だ
か
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
帥
ち
先
づ
各
科
財
政
指
常
者
と
し
て
の
地
位
に
あ
っ
た
布
政
伎
の
千
に
か
き
集
め
ち
れ
た

租
税
収
入
の
中
一
部
は
地
方
経
費
に
古
川
営
さ
れ
(
存
制
て
そ
の
残
徐
が
替
撫
の
責
任
に
於
て
中
央
財
政
官
胤
た
る
戸
部
に
没
付
さ
れ

た
の
で
あ
る
(
起
き
。
し
か
も
布
政
伎
は
戸
部
忙
直
属
す
る
も
の
で
は
紙
〈
替
撫
に
隷
属
す
る
も
の
と
せ
ら
れ
、
戸
部
と
督
撫
は
同

一
の
資
格
に
於
て
県
帝
忙
隷
属
す
る
も
の
で
あ
っ
た
錦
、
権
税
者
か
ら
戸
部
に
租
枕
牧
λ
を
通
や
る
管
が
替
撫
に
依
っ
て
遮
断
さ
れ

た
揚
品
目
に
も
、
自
己
白
権
限
の
み
を
以
て
し
で
は
之
に
劉
庭
L
得
手
、
只
皇
帝
の
樫
戚
を
待
っ
て
始
め
て
容
撫
に
干
渉
し
得
た
に
過

即
ち
租
税
牧
入
が
順
調
に
清
朝
白
金
庫
民
流
入
す
る
か
否
か
は
全
く
清
朝
そ
の
も
の
h

権
力
忙
依
存
し
て
ゐ
た
の
で
あ

ぎ
た
い
。

る
。
此
の
様
な
財
政
機
備
公
上
に
立
っ
て
ゐ
た
清
朝
は
福
撫
白
中
央
へ
の
港
金
に
閲
し
て
極
め
て
厳
格
た
規
定
を
設
け
て
ゐ
た
が
、

此
の
規
定
ソ
ゼ
D
も
白
が
替
撫
に
依
っ
て
進
守
さ
れ
る
か
否
か
ピ
己
に
清
朝
機
力
の
盛
衰
に
か
ミ
っ
て
ゐ
た
O
で
あ
る
時
勿
論
関
税
・

脱
税
・
茶
枕
等
に
回
附
し
て
は
夫
々
巾
央
直
胎
の
徴
牧
機
闘
(
闘
拡
・
臨
法
認
・
茶
馬
謹
)
が
設
置
さ
れ
て
ゐ
た
が
、
後
に
は
此
等
の
機
闘
も

静
撫
白
支
配
下
に
世
か
れ
或
は
そ
の
粂
任
と
を
つ
点
目
伐
に
、
何
れ
も
そ
の
他
の
和
枕
と
金
く
同
一
の
蓮
命
の
下
に
世
か
れ
る
事
ど
友

っ
た
叫

支
那
周
此
ぜ
革
運
動
の
起
貼

五

/ 

第
五
十
七
巻

五

都

腕

荷朝末J囚に於
てゐる。(李松時、前掲帯三一!岨1瓦h 、
滑同行政法、巷玉、三尺一回二頁、五四五一五四六買、拙稿、
ける列ト債、(束亜人文串報ーの )。
清岡行政法、巻五、→凹頁、三Oー頁。
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第

二

腕

五

『

一

此
白
様
な
機
構
の

F
に
あ
っ
て
も
そ
の
初
期
に
は
、
強
力
友
清
朝
の
棋
力
忙
擁
護
さ
仇
、
し
か
も
「
諸
事
節
約
」
を
日
と
し
「
景

入
定
出
」
の
原
則
を
財
政
運
替
に
於
け
る
最
高
の
珂
想
と
し
て
同
守
し
で
ゐ
た
鴻
江
、
越
境
の
擾
乱
・
明
の
遺
臣
の
反
抗
等
に
多
大

の
軍
費
を
要
し
た
に
も
拘
ら
パ
で
財
政
は
桜
め
て
安
定
し
た
般
態
を
維
持
し
、
引
き
続
い
て
売
税
・
減
拾
の
試
み
を
潟
し
乍
ち
も
、

他
面
金
庫
に
は
多
額
の
利
除
金
主
貯
へ
で
ゐ

hr
然
し
清
朝
初
期
に
於
け
る
此
の
様
た
財
政
収
態
は
己
に
乾
隆
帝
の
頃
を
頂
上
と
し

主
那
財
政
改
革
担
到
の
起
貼

第
五
十
也
容

?琵

で
破
粧
の
北
候
を
一
一
小
し
始
め
て
来
る
。
印
ち
此
の
頃
か
ら
「
諸
事
節
約
L

の
努
力
が
次
第
に
弛
緩
し
宮
廷
に
於
け
る
者
修
の
晴
大
が

そ
り
結
果
と
し
て
清
朝
財
政
は
己
に
第
之
へ
の
端
緒
に
立
つ
事
と
た
る
の
で
あ
る
。

ト
へ
の
枇
舎
に
射
す
影
響
へ
の
怨
嵯
の
轄
も
漸
定
高
ま
り
清
朝
槽
力
崩
壊
白
前
が
見
え
始
め
る
。
即
ち

「
康
照
南
町
山
、
偲
治
責
削
U

而
乾
陵
商
服
無
事
巴
徒
扱
千
百
万
之
庫
和
ζ

」

寸
断
費
較
之
康
問
時
代
、
時
十
倍
之
巴
措
陣
所
至
、
戯
輩
、
耕
棚
、
開
舟
、
鐙
制
等
物
、
治
逸
駒
級
。
ホ
行

E
舟
千
百
組
、
凶
問
皆
侍
措
武
職
、
役
先

莱
勢
稽
蹴
、
強
向
人
民
鞠
索
、
布
不
興
者
、
以
擬
島
知
、
立
製
共
字
、
百
佐
怨
敵
昨
柿
誼
。
」

目
立
っ
て
来
る
。

更
に
宮
廷
に
於
け
る
脊
修
増

等
K
依
ヲ
℃
共
の
営
時
心
事
情
主
規
ふ
事
が
問
来
る
。
か
う
し
て
巴
に
窮
乏
の
兆
を
一
不

L
始
め
た
清
朝
財
政
は
、
更
に
そ
の
後
忙
於

け
る
農
村
疲
弊
に
恭
く
農
村
一
探
・
設
境
の
慶
飢
等
の
柑
制
強
に
依
っ
て
多
額
の
軍
費
を
婆
し
:
漸
弐
窮
乏
へ
の
遣
を
辿
っ
て
行
く
の

で
あ
る
。
あ
た
か
も
此
の
間
の
事
情
を
裏
苦
き
す
る
か
の
様
に
、
そ
の
初
期
比
は
多
却
に
上
っ
て
ゐ
た
刺
徐
金
も
此
の
頃
か
ら
減
少

し
始
め
る
。

清
朝
初
期
に
於
け
る
剥
儲
金
額

( 

草
枕
千
雨、J

〆9)

吾
、
ロ
ロ
ヨ
館

六口、
D
S蝕

康
照
凶
十
凡
年

乾

降

初

年

嘉
慶
T
4
A
V
年

康
照
六
十
一
年

乾
陪
凹
十
六
年

薙

往

年

間

乾
隆
五
十
阿
年

き、口己口儲

昔
、
ロ
ロ
口
位

三、回口口銭

入、口百口品刊

さ、口昌己儀

、

〆

I 

寅士設、民闘則政史 L四一七頁、百瀬弘、清朝由民民族統拍に於ける財政極
済政策、(東直結消師究所報、二0)。
羅玉買、中岡茄金史上主頁。
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し
か
も
此
む
趨
勢
は
、
阿
片
戦
争
・
英
伸
聯
合
軍
の
北
京
抽
出
入
・
太
平
天
国
D
飢
等
主
犬
宏
事
件
の
残
生
ず
る
ん
舟

ι加
蓮
度
を
加

d' 

へ
て
行
く
。
此
の
様
た
事
態
に
直
面
し
て
、
清
朝
は
夫
等
に
基
〈
絞
費
膨
肢
に
針
舷
す
る
国
酬
に
牧
入
増
加
の
道
bz
求
め
あ
ら
ゆ
市
財

源
を
漁
り
つ
く
す
。
然
し
前
資
本
主
義
的
た
段
階
に
停
滞
し
て
ゐ
4
1
営
時
の
支
那
枇
曾
の
経
術
力
が
、
軍
費
の
膨
脹
・
賠
償
金
の
負

擦
等
に
基
因
す
る
勉
大
た
財
政
要
求
に
舷
ピ
得
る
筈
も
川
県
〈
、
財
源
調
達
の
鴻
の
清
輔
の
あ
ら
ゆ
る
努
力
を
無
数
に
終
ら
せ
、
径
々
'

/
 

財
政
朕
態
を
窮
乏
の
裡
に
か
り
立
て
弘
行
と
の
で
あ
る
。
例
へ
ば
此
の
隊
、
な
枇
合
を
針
象
ー
と
し
て
牧
入
増
加
白
占
法
主
講
や
る
と

L

て
も
、
許
さ
れ
Z
手
段
は
只
従
来

-rり
存
し
て
ゐ
た
税
源
の
上
に
よ
り
大
き
な
負
按
を
課
す
る
位
の
事
で
あ
っ
た
。
此
の
様
た
山
肌
態

に
あ
っ
た
支
邪
枇
合
が
念
激
在
経
費
の
膨
脹
に
臨
十
る
程
の
新
し
い
財
源
E
提
供
し
得
る
符
も
無
か
っ
た
。
従
っ
て
そ
の
一
切
か
ら
清

朝
の
初
期
に
し
き
り
に
行
は
れ
た
免
税
・
減
税
得
心
仁
政
が
杢
〈
忘
れ
去
ら
れ
た
か
の
様
に
、
胤
枇
来
か
ら
利
用
さ
れ
て
ゐ
た
課
税
劉

象
白
・
上
に
各
種
の
名
目
で
附
加
税
が
賦
課
さ
れ
、
或
は
そ
の
税
率
が
何
岡
と
な
ぐ
引
き
上
げ
ら
れ
て
ゐ
る
。
そ
し
て
土
地
と
財
貨
の

消
費
が
何
時
も
モ
の
劃
象
と
し
で
動
員
さ
れ
て
ゐ
た
が
特
に
太
平
天
闘
の
飢
に
際
し
て
軍
費
支
併
の
縞
に
創
設
さ
れ
た
賛
金
は
、
忽

ち
に
し
て
そ
の
課
税
の
範
闘
が
全
国
に
披
大
さ
れ
、
課
税
針
象
と
し
て
の
財
貨
の
種
類
も
徴
収
の
揚
所
も
著
し
く
増
加
し
て
ゐ
る
。

然
し
此
の
綴
に
し
て
経
費
白
膨
脹
に
劃
鹿
ず
る
矯
に
詐
さ
れ
る
限
り
の
あ
ら
ゆ
る
手
段
が
採
ら
れ
た
と
し
て
も
。
ま
だ
資
本
主
義
枇

舎
と
稿
し
得
る
程
の
紙
態
に
ま
で
達
し
て
ゐ
な
い
支
那
枇
舎
の
捨
税
力
忙
も
自
己
一
定
の
限
界
が
あ
り
、
此
の
事
貨
に
依
っ
て
財
政

窮
乏
か
ら
売
れ
よ
う
と
す
る
病
酬
の
努
力
は
著
し
く
阻
害
さ
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

の
一
み
泣
ら
十
農
民
一
撲
或
は
漣
境
の
擾
飢
に
し
ら
、
夫
に
曲
明
い
た
阿
片
戦
争
・
英
伸
聯
合
軍
の
北
京
進
入
或
は
太
平
天
闘
の
飢
に

し
ろ
、
す
ぺ
て
清
朝
の
支
配
権
に
射
し
で
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
、
そ
の
支
配
植
に
犬
き
た
亀
裂
を
生
ぜ
し
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。

か
う
し
て
モ
の
支
配
椛
に
坐
じ
た
鎗
裂
は
、
首
然
清
朝
め
強
力
た
権
力
を
前
提
と

b
て
の
み
順
調
に
還
輔
さ
れ
て
ゐ
た
財
政
に
も
影

T
札
制
抑
財
政
改
対
症
到
の
起
動

第
五
十
七
巻

五

費Z

B克

至£

荷代正面史rj:1六二頁。
羅王班、前掲書、三頁。
賀士毅、民閣財政史ー0 一四頁、朱保、中園租税問題、六O一七O真。
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支
那
財
政
改
革
運
動
の
起
貼

第
E
十
七
巻

響
を
及
ぼ
さ
ざ
る
を
得
た
い
。
印
ち
強
・
刃
泣
権
力
の
存
在
に
依
つ
て
の
み
闘
滑
に
蓮
替
さ
れ
て
ゐ
た
財
政
機
構
は
此
の
様
友
情
朝
の

樽
力
喪
先
に
仲
っ
て
モ
の
機
能
を
停
止
し
、
租
税
収
入
を
捻
税
者
か
ら
清
朝
の
金
庫
に
週
中
ペ
き
導
管
の
巾
聞
に
立
ち
は
だ
か
っ
て

お
た
特
権
に
依
っ
て
、
租
税
牧
入
の
大
部
分
が
抑
制
さ
れ
、
桃
山
朝
の
財
政
を
一
庇
背
境
に
這
ひ
込
ん
で
行
っ
た
の
で
あ
る
。

五
四

第

披

'"-
r19 

h
う
し
て
此
の
頃
か
ち
清
朝
財
政
は
、
経
費
の
膨
肢
と
前
資
本
主
義
的
友
段
階
に
止
る
支
那
枇
合
内
権
柄
力
に
劃
さ
れ
た
狭
陥
左

限
界
、
更
に
特
異
及
財
政
機
椛
と
云
ム
三
つ
の
原
閃
に
依
っ
て
、
窮
乏
か
臥
免
れ
る
可
き
あ
ら
ゆ
る
手
段
E
奪
は
れ
、
続
々
そ
の
深

み
に
陥
っ
て
行
〈
事
と
た
る
。
る
し
て
遂
に
財
政
機
構
そ
の
も
の
へ
の
反
符
を
要
求
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

財
政
の
窮
乏
と
外
債
の
累
積

此
白
様
友
環
境
の
下
に
賢
か
れ
て
わ
た
泊
朝
が
、
財
政
指
之
を
糊
増
す
べ
き
方
法
と
し
て
選
ん
だ
の
が
外
債
依
存
政
策
で
あ
っ
た
。

清
朝
は
同
泊
四
年
(
一
入
六
五
年
)
伊
型
地
方
に
於
け
る
同
教
徒
の
飢
平
定
に
際
し
て
、
そ
の
念
に
催
中
る
偏
に
露
西
亜
か
ら
軍
耕
・
弾

薬
・
糧
食
等
主
借
り
入
れ
外
債
依
存
の
端
緒
を
開
い
た
と
↓
古
は
れ
て
ゐ
る
。

M
附
後
財
政
窮
乏
か
ら
免
れ
る
べ
き
あ
ら
ゆ
る
道
を
閉
ざ

2
 

さ
れ
た
清
朝
倍
、
新
し
い
経
費
-
白
生
中
る
じ
慨
に
帆
耐
え
宇
此
の
最
も
安
易
た
方
法
に
依
頼
す
る
の
で
あ
る
d

清
朝
が
財
政
窮
乏
を
糊
塗
す
る
溺
に
選
ん
だ
外
山
依
存
の
傾
向
は
、
特
比
日
清
戦
争
に
於
け
る
戦
費
白
調
達
と
賠
償
金
の
負
携
に

依
っ
て
拍
車
を
か
け
ら
れ
る
。
戦
争
に
直
阿
し
て
職
費
捻
則
の
憶
に
清
朝
の
選
ん
だ
所
は
、
(
一
)
不
念
終
費
の
流
用
と
節
減
、
(
一
己

資
官
牧
入
・
御
用
金
等
白
方
法
で
あ
っ
た
州
、
只
此
等
の
方
法
だ
け
で
危
大
友
戦
費
を
支
排
し
得
る
告
も
ん
開
く
、
更
に
ヨ

1
ロ
ツ
。
ハ

諸
図
の
先
例
に
倣
っ
て
内
閣
偵
を
務
行
す
る
U

然
し
公
債
の
成
立
を
可
能
取
ら
し
め
る
可
き
あ
ら
ゆ
る
枇
脅
的
保
件
を
快
い
た
支
那

枇
曾

ι於
て
、
車
純
に
ヨ

1
ロ
ツ
バ
諸
国
に
採
ら
れ
て
ゐ
た
公
債
政
策
の
形
骸
の
み
を
模
倣
し
た
・
と
こ
ろ
で
は
夫
が
成
功
し
得
る
筈

das Finanzsystem Chinas 1937， S. 64・
田村幸策、支那舟儲阜、一九一二五頁、醐其同、甲午前中岡持債E士、(燕京大
単、純術革報コ).llonkong and Shanghai Corporation (Encyclopaedia Sinica) 
東亜同文書院、主部僻済金書、第 韓、七九二買、 tゴブL宜頁。
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も
無
く
、
清
朝
が
戦
時
財
政
政
策
の
常
識
に
従
う
て
そ
の
一
環
と
し
て
選
ん
だ
公
債
政
策
は
惨
治
た
る
結
果
に
終
る
D
で
あ
丸
か
。

〈
て
最
後
の
活
路
が
外
債
に
求
め
ら
れ
之
に
依
っ
て
辛
う
じ
て
そ
の
念
を
凌
ぐ
の
で
あ
る
。

戦
争
白
結
果
賠
償
金
と
し
て
清
朝
に
課
せ
ら
れ
た
金
瀬
は
線
計
一
一
億
三
千
五
百
寓
隔
に
上
り
、
そ
の
支
梯
期
に
閲
し
て
可
も
厳
格
が

規
定
が
定
め
ら
れ
て
ゐ
た
。
己
に
あ
ち
ゆ
る
手
段
に
訴
へ
乍
ら
戦
費
の
調
達
に
さ
へ
も
失
敗
せ
ざ
る
を
得
た
か
っ
た
清
朝
財
政
に
と

っ
て
は
、
之
だ
け
の
金
額
を
し
か
も
定
め
ら
れ
た
期
日
と
期
間
内
に
岡
内
に
於
て
調
達
す
る
事
は
明
に
困
難
た
問
題
で
あ
っ
た
。
取

り
敢
へ
中
第
一
吹
・
第
二
突
の
賠
償
金
は
露
・
悌
並
び
民
英
・
凋
の
銀
行
間
か
ら
の
借
款
に
依
っ
て
ー
そ
の
責
を
果
し
、
残
額
の
文
排

に
充
営
す
べ
き
財
源
を
内
閲
償
(
昭
信
曙
)
の
食
行
に
求
め
る
事
と
す
る
。
そ
の
成
功
の
震
に
清
朝
は
あ
ら
ゆ
る
努
力
を
抑
ふ
が
、
優

に
五
百
高
隔
を
入
手
し
得
る
の
み
町
、
再
び
英
濁
銀
行
固
に
依
頼
す
る
事
に
依
っ
て
辛
う
じ
て
賠
償
金
支
沸
の
責
任
を
果
す
の
で
あ

る。
首
時
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
闘
に
於
て
は
夫
々
の
経
桝
の
躍
進
的
危
殻
展
伊
結
果
、
囲
内
の
需
要
額
を
超
へ
る
也
大
友
資
本
が
荷
積
さ
れ

モ
白
ハ
ケ
口
が
岡
外
に
求
め
ら
れ
て
ゐ
た
。
し
か
も
夫
等
の
諸
園
は
資
本
輸
出
を
遁
ヒ
て
自
己
の
勢
力
闘
を
闘
外
に
確
立
し
よ
う
と

努
め
て
ゐ
た
白
で
あ
っ
た
。
あ
た
か
も
此
の
様
左
事
態
が
清
朝
の
外
債
依
存
と
結
び
つ
い
た
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
此
の
様
た
事
情

忙
助
け
ら
れ
て
清
朝
の
外
債
政
策
は
絶
へ
や
極
め
て
容
易
に
成
功
す
る
事
が
出
来
た
。
の
み
友
ら
中
清
朝
の
一
外
債
依
存
政
策
を
競
う

て
常
に
債
構
図
の
悶
托
激
し
い
時
中
が
繰
り
返
さ
れ
て
ゐ
た
。
彼
等
は
清
朝
の
外
債
依
存
忙
肱
へ

Z
事
に
依
っ
て
支
那
枇
舎
に
於
け
る

自
己
勢
力
闘
を
横
大
す
る
と
共
に
、
更
に
清
朝
の
政
治
機
構
の
中
植
に
迄
弘
喰
ひ
入
り
内
両
か
ら
夫
々
の
勢
力
闘
の
椛
保
を
擁
護
し

よ
う
と
し
た
り
で
あ
っ
た
。
此
の
様
在
意
岡
を
伎
構
図
の
何
れ
も
が
梓
う
て
治
れ
ば
と
そ
、
そ
れ
自
身
資
本
職
入
闘
で
あ
っ
た
錫
問

亜
で
さ
へ
も
此
の
争
覇
戦
民
参
加
し
て
大
寄
託
役
割
を
演
じ
て
ゐ
た
。
清
朝
が
外
債
に
依
存
す
れ
ば
す
る
程
偵
械
闘
の
支
那
枇
舎
に

支
那
財
政
改
革
運
動
会
起
動

俸
五
十
七
巻

王
l ヨZ

傍

凱

ヨ工
玉

L 

東亜同文書院、前掲帯.七九二一八Oー頁。
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支
那
財
政
改
革
運
動
品
目
越
鮎

五
六

鋳
五
十
七
巻

一
五
六

第

競

》

¥

¥

劃
す
る
支
配
植
は
そ
の
庚
さ
と
深
さ
を
加
へ
て
行
っ
た
。
例
へ
ば
日
清
戦
争
の
賠
償
金
を
原
因
と
す
る
外
債
を
繰
っ
て
露
・
悌
と
突
・

濁
の
銀
行
囲
の
聞
に
は
板
め
て
激
し
い
守
が
続
け
ら
れ
て
ゐ
た
。
叉
外
債
に
掛
し
て
は
必
や
捨
保
が
請
求
せ
ら
れ
た
他
各
種
の
樺
谷

が
要
求
さ
れ
て
ゐ
た
。
日
清
戦
争
の
賠
償
金
支
梯
ひ
の
矯
の
外
債
に
際
宇
る
事
に
依
っ
て
、
露
凶
亜
は
満
洲
に
於
け
る
鍛
道
敷
設
樺

冒
と
帥
岡
山
採
抑
樺
を
獲
得
し
、
英
国
は
同
園
人
の
関
税
行
政
忙
於
け
る
綿
税
務
司
と
し
て
の
地
位
を
確
保
し
た
。
そ
の
他
英
図
に
依
つ

て
借
款
提
供
の
代
償
と
し
て
、
ピ
ル
マ
か
品
揚
干
江
に
週
十
る
鍛
道
敷
設
植
と
財
政
監
待
機
が
製
求
さ
れ
て
ゐ
る
。
よ
し
有
形
の
特

植
が
要
求
さ
れ
や
'
叉
興
へ
ら
れ
左
か
っ
た
と
し
て
も
、
外
債
を
通
じ
て
債
権
園
の
清
朝
伍
劃
す
る
歴
力
は
夫
だ
け
強
化
さ
れ
、
清
朝

は
夫
だ
け
彼
等
の
一
政
治
的
た
意
思
に
服
従
し
た
け
れ
ば
左
ら
危
か
っ
た
。
此
の
頃
か
ら
多
く
む
銭
越
借
款
が
起
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
之

に
依
っ
て
敷
設
せ
ら
れ
る
ペ
き
鈴
道
の
資
材
は
す
べ
て
債
植
岡
田
沌
白
が
利
用
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
だ
し
、
一
誇
鉄
道
の
終
替
機
・

利
潤
も
債
権
園
の
支
配
不
忙
援
か
れ
ね
ば
友
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
白
み
で
在
〈
銭
道
線
路
を
中
心
と
す
る
地
帯
低
出
国
撚
依
格
闘
の
勢

力
闘
の
中
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
の
一
で
あ
っ
た
。

か
う
し
で
清
朝
の
要
求
忙
舷
巳
て
極
め
、
て
容
易
に
外
資
が
清
朝
財
政
に
流
れ
込
ん
で
来
た
が
ー
資
金
は
清
朝
の
金
庫
を
経
由
す
る

丈
で
、
上
り
以
上
の
霊
い
負
拾
を
残
し
財
政
を
窮
乏
の
裡
に
遁
ひ
込
み
乍
白
山
肌
て
行
っ
た
。
し
か
も
そ
の
都
度
資
金
の
背
後
に
は
債

構
図
の
政
治
的
た
意
思
が
件
っ
て
清
朝
の
政
治
機
構
の
内
部
に
喰
ひ
入
っ
て
行
吉
、
清
朝
に
謝
す
る
支
配
機
を
強
化
し
支
那
枇
舎
に

i

於
け
る
夫
々
の
勢
力
困
を
鏑
大
し
て
行
っ
た
。

勿
論
事
態
が
此
の
様
に
進
展
す
る
佳
に
放
置
さ
れ
て
ゐ
た
諜
で
は
無
く
、

清
朝
は
財
政
再
建
の
矯
に
各
種
目
努
力
吐
排
っ
て
ゐ

る
。
例
へ
ば
日
清
戦
争
の
後
戦
後
財
政
の
経
替
の
震
に
は
、

(
一
)
税
費
節
械

制
兵
自
殺
世
・
局
員
手
首
金
目
悼
額
・
加
俸
の
滅
額

C.' F. Remer， Foreign Investment in China 1933， P. 121 
T. W. Overlach， Fo回 ignFinaneial ('A)ntrol inじhina1919， pp. 24-26 
拙稿、清朝末期比於ける外債、(東亜人文皐報一白ー)。
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九一一)帯

稔
臨
祝
・
茶
及
び
砂
糖
競
金
・
畑
草
税
白
引
上

等
の
方
法
を
採
り
、
義
和
闘
事
件
に
基
く
賠
償
金
捻

mD矯
に
は
、

(
一
)
縦
費
節
減
虎
紳
骨
・
鴎
騎
静
・
護
軍
寄
に
謝
す
る
手
話
金
の
節
減
、
神
蹄
停
・
4
K申
瞥
・
練
兵
経
費
の
仰
減
、
官
吏
・
具
丁
米
韓
換
算
給
興
の
停
止
、

拍
海
江
上
各
防
備
費
及
び
男
瞥
・
練
年
・
帳
替
料
費
四
怖
減

合
一
)
帯
税
家
賭
枕
・
回
蹴
附
加
税
旧
新
設
、
親
松
・
士
薬
及
び
茶
匙
金
の
引
上
げ
井
刊
日
に
租
税
徴
軟
に
於
け
る
官
吏
中
曲
目
般
禁

mw 

等
の
方
法
を
選
ん
で
ゐ
色
。

然
し
清
朝
が
此
白
様
忙
健
全
財
政
政
策
D
常
識
に
倣
っ
て
経
費
の
節
減
或
は
増
税
等
の
方
訟
を
採
っ
た
と
し
て
も
、
何
れ
の
揚
合

に
も
柑
め
て
顕
著
友
限
界
が
夫
々
陀
謝
し
て
劃
さ
れ
て
ゐ
た
。
第
一
江
清
朝
財
政
忙
於
け
る
経
費
膨
脹
の
一
つ
白
大
き
た
際
閃
は
外

債
の
一
児
利
償
還
に
基
〈
も
の
で
あ
っ
た
。
例
へ
ば
光
緒
未
午
に
は
外
債
の
元
利
償
還
費
は
そ
の
金
収
入
の
二
分
の
一
比
上
っ
た
と
さ

• 

へ
云
は
れ
て
ゐ
呂
町
従
っ
て
財

l

政
整
理
に
針
す
る
経
費
伺
減
の
穀
果
に
閲
す
る
限
界
が
先
づ
此
の
瓢
に
謝
さ
れ
て
ゐ
売
。
第
二
に
営

時
支
那
の
枇
品
目
機
構
乃
至
抑
制
怖
機
構
は
ま
だ
前
資
本
主
義
と
も
云
ふ
べ
き
段
階
に
止
っ
て
ゐ
た
。
工
業
生
産
に
閲
し
て
は
都
市
に
可

た
り
大
規
模
な
マ
ヌ
フ
ア
ク
チ
ュ
ア
が
現
比
れ
て
ゐ
た
。
特
に
阿
片
戦
争
以
来
新
官
僚
に
依
っ
て
企
て
ら
れ
た
支
那
材
舎
を
新
し
い

方
向
広
務
展
さ
せ
よ
う
と
す
る
努
力
に
依
っ
て
、
近
代
工
業
も
そ
の
萌
芽
を
現
は
し
て
ゐ
た
。
商
業
資
本
も
古
く
か
ら
政
府
の
庇
護

の
下
に
貿
易
獅
占
・
臨
の
販
由
民
猫
占
忙
、
従
っ
て
ゐ
た
閲
係
上
あ
る
程
度
ま
で
蓄
積
さ
れ
て
ぬ
た
。
此
等
の
事
賓
と
阿
片
戦
争
以
来
の

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
商
品
の
進
出
花
促
さ
れ
て
、
農
村
も
自
給
経
桝
闘
を
縮
少
し
漸
次
交
換
経
桝
白
中
に
晶
せ
き
込
ま
れ
て
ゐ
た
。
特
に
日
清

戦
争
後
に
於
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
茨
木
の
支
那
へ
の
準
向
は
前
資
本
主
義
的
な
段
階
に
附
み
止
っ
て
ゐ
一
一
党
支
那
枇
曾
を
、
大
雪
友
力
を

も
っ
て
そ
の
根
底
か
ら
ゆ
り
動
か
し
奮
い
機
構
を
掘
り
〈
づ
し
乍
ら
弐
第
に
夫
に
代
へ
て
新
し
い
組
織
を
植
え
う
け
始
め
て
ゐ
た
。

然
し
此
の
様
に
奮
い
も
の
巳
取
り
代
っ
て
新
し
い
も
の
が
生
れ
出
ょ
う
と
は
ー
ん
と
ゐ
た
も
心
、
、
支
郊
祉
舎
は
ま
だ
資
本
主
義
枇
合

、

ノ

'

第
五
十
七
巻

支
那
財
政
改
市
運
動
白
起
動

静

抗

三五

J 七

三五

七

買士殺、民困財政史上二O頁。
買士毅、民困財政虫、二三頁。
木村井J太郎、支那財政論、凹五四頁。
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支
那
財
政
改
革
担
到
の
起
馳

第
五
十
七
巻

五

/'、

務

擁

五
八

と
一
ム
ひ
得
る
段
階
江
達
し
て
め
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
従
う
て
此
の
様
た
位
格
を
持
っ
た
社
合
機
締
乃
至
鰹
組
問
機
緋
を
封
象
と
し
て

増
税
政
策
が
採
用
さ
れ
た
と

L
て
も
、
そ
の
様
た
枇
舎
に
於
て
夫
か
ら
大
昔
た
成
果
を
期
待
す
る
事
は
明
に
無
理
で
あ
っ
た
。
祉
入
管

の
捨
税
力
に
も
自
ら
限
度
が
あ
り
、
奮
い
税
源
の
上
に
よ
り
大
宮
た
負
捨
を
課
し
て
見
た
と
と
る
で
夫
だ
け
の
穀
果
を
期
し
得
る
哲

例』

が
無
か
っ
た
。
又
そ
の
頃
新
し
い
税
税
と
し
て
所
得
税
の
採
則
が
一
部
民
提
案
さ
れ
て
ゐ
た
が
、
そ
の
成
立
に
資
本
主
義
の
高
度
の

唆
展
を
前
提
僚
件
と
す
る
所
得
碕
が
此
の
桜
な
枇
舎
に
於
て
そ
の
殻
岡
市
を
臨
時
掃
L
得
石
筈
が
無
か
っ
た
。
圧
に
此
白
様
宏
事
情
の
裡

民
増
税
政
策
医
謝
す
る
厳
し
い
限
界
が
劃
さ
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
あ
た
か
も
此
等
の
事
貨
を
裏
書
き
す
る
か
の
様
民
、
日
清
戦
争

D
後
及
び
義
和
国
事
件
白
直
後
、
清
朝
の
財
政
が
夫
等
の
事
件
に
基
い
て
続
々
窮
乏
の
裡
陀
か
り
立
て
ら
れ
た
時
、
夫
忙
封
膝
す
る

矯
に
経
費
の
節
減
・
楠
税
等
白
方
法
が
採
用
さ
れ
た
に
も
拘
ら
守
夫
等
に
依
っ
て
所
期
の
問
的
を
速
し
得
宇
、
只
従
来
の
例
に
倣
つ

て
外
債
に
依
存
す
る
事
に
依
っ
て
を
の
揚
を
凌
い
で
ゐ
る
。
例
へ
ば
日
清
戦
争
の
後
に
は
此
の
頃
か
ら
起
さ
れ
始
め
た
微
道
併
款
を

流
用
し

l
党
緒
一
一
十
三
年
に
於
け
る
白
耳
義
か
ら
の
臆
匹
、
織
道
公
債
四
千
五
百
寓
勝
及
び
光
緒
二
十
同
年
陀
於
け
る
英
同
か
ら
の
山

梅
閥
内
外
俄
道
公
債
二
百
三
十
高
砂
川
l
義
和
閣
事
件
の
後
に
は
被
膜
銀
行
か
ら
光
締
三
十
年
百
高
砂
の
借
り
入
れ
を
局
し
て
ゐ

る。
此
の
他
に
財
政
整
理
白
矯
の
清
朝
の
あ
ら
ゆ
る
努
力
を
無
殺
に
す
る
今
一
つ
の
事
情
が
あ
っ
た
。
去
の
特
異
社
財
政
機
構
が
印
ち

モ
れ
で
あ
っ
た
。
特
に
此
の
財
政
機
構
に
碁
く
障
害
は
、
日
清
戦
争
・
義
和
閤
事
件
等
の
結
果
清
朝
が
そ
の
権
力
を
衰
失
す
る
に
従

つ
で
往
々
大
き
な
影
響
主
財
政
に
及
ぼ
し
て
ゐ
た
。
例
へ
ば
義
和
閣
事
件
の
後
そ
の
賠
償
金
の
一
部
が
各
省
に
制
り
営
て
ら
れ
た
。

そ
の
際
清
朝
の
要
求
に
際
や
る
協
に
増
税
等
の
方
法
に
依
っ
て
財
源
白
捻
出
陀
努
め
ゐ
若
手
の
省
も
あ
っ
た
が
、
多
く
は
杢
く
清
朝

の
要
求
に
舷
や
る
丈
の
努
力
さ
へ
も
一
不
さ
た
か
っ
た
。
各
省
分
捨
額
I
C
清
朝
へ
の
送
金
額
を
示
す
突
の
表
に
依
予
て
清
朝
権
力
失
墜

~: !!. Chen. Income Tax in China 19'37， P. 53・趨盛岡、晩情五十年紹悦思
想史、三七三頁。
木村市太郎、前掲寄.四四附頁泊朱f担、中岡財政問題ー0六頁。
費士毅、民国財政史下 O八二一ーの八三頁。
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部

の
一
班
を
窺
ふ
事
が
出
き
る
。

省
江

蘇

漸

民

/

繭

建

陣

西

蹟

東
山

間

湖

南
安

徽

甘

粛

貴

州

分
措
制

字
国

=、五()口
一、回目口人口己主〕口

=、口口口
ん
百
口

骨
〔
}
吾

一、口口口
Z

ロ己
一己巴

匙
金
額手

鳩
】

一、也君九人口
王
穴
口回一言〕

一、一回ロス〕
」ハ
z
d

四
品
百

七
〔
百一一一口一回口

省
糊

北

朝

離

合

雲

南

川

P

H

μ

山

東

康

問
江

困

問

南
夜

隷

合

計

分
摺
鮪

《
千
爾
V

一」一口口
園
口
口

E

口口

』一、=口口九ロロ
ヨ
口
口

一、回己口
九
口
白

人口口

一八、八口[]

迩
金
額〔

手
爾
】

入
国
一
]

=八ロ
ニ↓ロ

一、
E
J
き

六
三
口

一一一口
内
八
白

回一言]

五
内
口

二一、北大口

此
の
様
に
特
別
の
分
捲
金
が
各
省
か
ら
送
付
さ
れ
た
か
っ
た
丈
で
は
無
〈
、
営
然
清
朝
に
送
付
す
べ
き
叩
分
で
さ
へ
も
清
朝
か
ら

舗

の
併
促
に
も
拘
ら
宇
、
首
時
各
省
に
抑
制
さ
れ
て
ゐ
た
。
縫
っ
て
培
枕
政
策
が
た
と
へ
許
さ
れ
る
限
度
内
に
於
て
妓
果
を
粛
ち
し
得

た
と
し
て
も
、
財
政
機
構
が
従
来
の
儀
に
放
置
さ
れ
て
ゐ
る
限
り
、
清
朝
が
モ
白
成
果

E
直
ち
に
吸
牧
し
得
る
由
も
無
か
っ
た
の
で

あ
る
。
か
う
し
て
清
朝
の
ぼ
政
は
三
つ
の
方
向
に
於
て
劃
さ
れ
品
目
狭
い
限
界
の
中
に
閉
下
込
め
ら
れ
持
々
窮
乏
の
度
を
加
へ
て
行
う

た
の
で
あ
る
。

之
よ
り
先
清
朝
白
梅
力
失
墜
に
作
っ
て
そ
の
権
力
を
補
強
し
よ
う
v
と
す
る
一
聯
の
草
新
息
恕
が
接
頭
し
、
モ
白
方
向
に
沿
ふ
運
動

が
展
開
さ
れ
る
が
、
あ
か
た
も
此
等
の
思
想
・
運
動
の
大
骨
社
流
れ
が
脱
皮
の
財
政
窮
乏
と
云
ふ
事
賓
に
ぶ
ち
常
っ
て
、
財
政
拡
説

を
妨
げ
る

4

つ
の
京
大
た
原
肉
で
あ
っ
た
財
政
機
構
に
封
ず
る
反
省
と
批
判
を
矯
し
始
め
る
J

そ
し
て
清
朝
権
力
の
再
建
と
云
ふ
目

支
那
財
政
改
革
運
動
回
起
貼

第
五
十
七
巻

五
九

第

披

ま王

ブL

、

s. R. vVagel， Finance in China pp. 35'-37 
Wagcl， op. cit. p. 37 
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支
那
財
政
改
市
運
動
白
起
貼

第
五
十
七
巻

フモて

O 

第

~足

六
O 

的
を
梓
っ
た
運
動
D

一
襲
と
し
て
、
財
政
機
構
D
改
革
が
問
題
と
し
て
採
り
上
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

一
臓
の
革
新
運
動

阿
片
戦
争
・
日
清
戦
争
と
云
ム
大
き
た
事
件
に
際
合
ず
る
待
に
、
支
那
枇
舎
に
加
は
っ
て
来
る
外
力
は
続
々
強
化
さ
れ
、
之
と
併

行
し
て
犬
青
注
段
階
を
帯
き
乍
ら
清
朝
は
そ
の
樺
力
主
失
隠
し
て
行
く
l

然
し
そ
の
都
度
外
か
ら
の
回
世
力
を
防
空
清
朝
の
表
涯
を
帯

り
返
さ
う
vr
ず
る
運
動
が
開
始
せ
ら
れ
る
。
一
つ
は
阿
片
戦
争
の
後
曾
園
蒋
・
李
鴻
牢
等
肥
依
っ
て
提
唱
せ
ら
れ
た
富
岡
砲
兵
政
策

で
あ
り
、
い
ず
一
つ
は
円
清
戦
争
の
後
康
有
偽
・
梁
枠
超
等
に
依
っ
て
主
張
せ
ら
れ
た
鑓
法
白
強
の
運
動
で
あ
る
。
前
者
は
生
産
力

の
増
強
ム
」
殻
展
の
裡
に
そ
の
千
段
を
求
め
る
も
の
で
声
り
、
後
者
は
む
し
ろ
生
産
力
の
強
化
の
前
提
と
し
て
制
度
の
縫
草
を
貫
踊
ず

る
も
の
で
あ
っ
売
が
、
何
れ
も
外
か
ら
支
那
枇
合
に
加
へ
ら
れ
る
歴
力
の
強
化
と
清
朝
の
権
力
持
止
へ
の
趨
勢
を
阻
止
し
よ
う
と
す
る

町

駈
に
於
て
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
か
う
し
て
本
新
的
な
思
想
の
路
頭
と
浬
動
の
展
開
の
裡
に
、
同
じ
〈
情
朝
権
力
の
再
建

を
目
的
・
と
す
る
財
政
改
革
運
動
白
背
景
が
醸
成
せ
ら
れ
て
行
く
の
で
あ
る
。

阿
片
戦
争
は
司
令
れ
迄
外
部
と
の
一
切
の
接
綱
を
断
ち
、

つ
の
世
界
と
し
て
問
ら
の
遣
を
歩
み
澗
日
の
生
活
絞
式
を
続
け
て
来
た

支
那
吐
舎
を
、
夫
と
金
〈
性
格
を
具
に
す
る
い
ま
一
つ
の
世
界
と
結
び
付
け
た
重
大
た
事
件
で
あ
っ
た
。
従
つ
で
犬
だ
け
に
側
め
て

大
き
な
影
響
を
支
那
枇
曾
忙
及
げ
し
た
。
第
一
に
清
朝
の
権
力
に
大
き
た
錨
裂
が
生
じ
た
。
し
か
も
清
朝
の
機
力
に
生
じ
た
此
の
ヒ

ず
は
、
そ
の
後
に
於
け
る
英
伸
聯
合
軍
の
北
京
進

X
・
太
平
天
聞
の
飢
等
に
依
っ
て
続
々
繍
大
ず
る
の
み
で
あ
っ
た
。
第
二
に
阿
片

戦
争
を
契
機
と
し
て
新
し
い
市
場
を
求
め
て
待
機
し
て
ゐ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
商
品
が
支
那
枇
脅
に
殺
到
し
た
。
そ
の
後
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
商

品
は
一
一
府
大
雪
た
力
を
も
っ
て
支
那
杭
舎
の
内
部
に
浸
透
し
て
行
っ
た
。
そ
し
て
湖
立
の
地
盤
の
と
に
持
ま
れ
て
ゐ
た
支
那
枇
舎
の

/ 
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体
統
的
た
生
活
様
式
を
漸
進
的
乍
ら
縫
貌
さ
せ
始
め
た
。
例
へ
ば
ヨ

l
司
ツ
パ
商
品
の
進
山
川
は
都
市
手
工
業
岩
の
生
活
忙
大
き
た
脅

威
主
興
へ
、
農
村
の
自
給
経
持
闘
の
範
闘
を
縮
少
し
で
行
っ
た
。
そ
し
て
究
第
に
支
那
枇
舎
の
安
定
を
〈
づ
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。

支
那
枇
合
に
現
は
れ
た
此
等
の
挺
化
は
営
然
清
朝
の
槽
力
に
も
影
響
E
及
ぼ
し
、
巳
に
危
険
に
瀕
し
て
ゐ
た
清
朝
樺
力
の
某
械
を
動

揺
さ
せ
乍

ι更
に
夫
を
崩
壊
さ
せ
て
行
っ
た
。
此
の
犠
た
事
態
に
直
面

L
て
生
れ
て
来
る
叫
が
官
閲
藩
・
李
泌
辛
等
の
主
張
忙
某
〈

富
国
強
兵
政
策
で
あ
る
。
即
ち
官
闘
強
兵
政
策
を
途
行
す
る
事
に
依
っ
て
、
針
外
防
備
の
担
化
と
治
安
の
維
持
を
計
り
、
外
力
の
侵

入
を
防
ぐ
と
共
に
清
朝
の
様
力
央
墜
の
趨
勢
を
阻
止
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
彼
等
が
此
の
目
的
達
成
の
錫
に
求
め
た

究
極
り
手
段
は
支
那
枇
舎
に
於
け
る
生
京
h
M
白
増
強
と
殻
展
に
あ
う
た
。
特
に
そ
の
仙
献
に
沿
ふ
も
の
と
し
て
先
づ
軍
事
生
産
力
の
増

強
と
渡
展
が
彼
等
忙
依
っ
て
企
図
さ
れ
る
白
阿
片
戦
争
に
直
面
し
て
軍
備
充
貨
の
必
要
を
強
調
し
た
林
則
徐
の
一
思
想
が
、
彼
等
の
官

国
強
兵
政
策
に
迄
議
展
し
酬
閥
系
化
せ
ら
れ
、
そ
の
具
般
的
政
策
の
資
現
に
依
っ
て
一
定
の
軌
道
の
上
に
乗
る
事
と
な
る
の
で
あ
る
。

宮
岡
弧
兵
政
策
D
具
鰻
的
手
段
と
し
て
の
軍
事
生
産
力
の
増
加
は
、
同
治
氾
年
曾
閥
藩
の
提
唱
に
基
〈
軍
機
所
の
設
立
陀
端
を
脅

し
・
次
第
に
務
展
し
て
行
〈
の
で
あ
る
れ
V

此
白
蓮
動
は
更
に
同
治
十
一
年
李
川
間
半
の
主
張
に
依
る
輪
船
駅
南
局
の
設
立
井
び
に
光
緒

八
年
季
鴻
本
の
上
海
機
器
級
布
局
設
立
の
奏
請
等
主
判
機
と
し
て
他
心
部
閃
に
ま
で
も
繍
大
さ
れ
、
官
慢
の
或
は
官
傍
商
勝
目
近
代

的
設
備
を
持
っ
た
工
揚
が
各
地
に
設
立
さ
れ
て
行
〈
。
か
う
し
て
官
閲
強
兵
政
策
に
推
進
さ
れ
て
支
那
肘
合
は
伸
統
的
な
殻
を
破
り

華
々
し
く
官
替
資
本
主
義
へ
の
道
を
一
歩
前
進
す
る
か
に
見
え
る
。
然

L
乍
ち
支
那
刑
舎
を
一
段
引
き
上
げ
る
鴻
の
一
此
の
獄
左
上
か

ち
の
呼
ぴ
懸
け
に
も
拘
ら
十

d

支
那
耐
舎
は
此
等
の
運
動
に
劃
し
て
何
等
の
反
影
を
も
示
さ
た
い
。
骨
岡
藩
・
李
鴻
学
等
の
宮
岡
担

民
政
策
心
主
張
は
、
云
は
ど
静
か
な
ヴ
水
面
に
突
然
投
げ
込
ま
れ
た
石
の
様
な
も
の
で
あ
っ
た
。
夫
が
投
げ
込
ま
れ
た
瞬
間
陀
は
水
面

に
波
紋
を
呼
ぴ
超
し
た
。
然
し
波
紋
は
忽
ち
に
し
て
消
え
水
面
は

4
と
の
静
け
さ
忙
蹄
う
た
。
波
紋
が
波
紋
を
呼
い
い
水
両
に
大
き
た

‘ 

支
那
財
政
改
革
運
動
の
起
動

第

草草

プ守

第
五
十
七
巻

六

嗣後各地に畠舶所誼兵臨が設立され、骨I瞳生が技術修得白伐に海外に抗遣さ
れる、その他天津には技術者養成田錦に事校が設立される、かうして富岡強
兵政策は軍事生産力在中心として匙展して行(， 

J 
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支
那
財
政
改
革
運
動
白
坦
貼

第
五
卜
七
巻

六

第

腕

六

波
動
を
生
ぜ
し
め
る
と
云
ふ
事
は
無
か
っ
た
。
日
本
に
し
ろ
濁
逸
ぱ
し
ろ
夫
等
が
上
り
高
度
の
溌
展
段
階
に
あ
る
祉
合
と
接
調
し
品
川

揚
合
に
は
、
何
れ
の
揚
合
に
あ
っ
て
も
関
或
が
自
ら
枇
舎
を
指
導
す
る
事
に
依
っ
て
枇
舎
を
一
段
高
い
レ
ベ
ル
に
ま
で
引
き
上
げ
た

白
で
あ
っ
荷
。
勿
論
枇
合
忙
は
巳
に
仲
び
上
ら
う
と
す
る
地
繋
が
醸
成
さ
れ
て
ゐ
た
が
、
一
枇
舎
が
犬
自
ら
の
単
調
の
力
に
依
っ
て
護

展
す
る
と
云
ふ
よ
り
も
、
む
し
ろ
岡
家
の
活
動
と
援
護
を
強
〈
要
求
し
た
。
園
家
は
之

ι呼
底

L
て
強
い
力
主
以
て
枇
品
目
を
ゆ
り
動

か
し
天
を
指
導
し
て
そ
の
目
的
を
謹
し
て
ゐ
た
。
印
φ
h

ノ
岡
家
が
祉
合
の
間
売
を
促
し
枇
合
自
ら
の
白
血
児
に
関
家
の
強
力
な
意
思
が
働

き
か
け
、
此
の
両
者
が
双
方
か
ら
歩
み
寄
り
結
び
付
い
て
枇
舎
は
新
し
い
段
階
に
ま
で
押
し
上
げ
ら
れ
て
来
た
の
で
あ
っ
た
。
あ
た

事々

か
も
富
国
強
兵
政
策
は
去
の
外
貌
だ
け
は
此
等
と
金
く
軌
を
一
に
し
た
。
然
し
夫
が
同
一
の
成
果
を
収
め
る
に
は
そ
の
潟
に
酎
然
必

要
と
さ
れ
る
騒
い
力
を
快
い
て
ゐ
た
し
、
融
合
そ
の
も
の
に
も
夫
を
直
ち
に
受
け
容
れ
る
丈
の
準
備
が
向
き
て
ゐ
な
か
っ
た
。
山
町
閥

強
兵
政
策
は
只
そ
の
主
張
者
建
の
頭
白
中
に
一
つ
の
現
想
案
と
し
て
構
想
苫
れ
た
も
の
忙
過
ぎ
た
か
っ
た
。
一
際
は
そ
の
提
案
に
某

い
て
軍
事
生
産
力
主
中
心
と
し
て
近
代
的
投
新
し
い
設
備
を
持
っ
た
工
業
が
起
り
、
夫
が
更
に
他
の
部
門
に
迄
も
披
犬
さ
れ
て
行
く

が
、
支
那
枇
舎
の
内
部
か
ら
そ
の
運
動
陀
呼
隠
す
Z
丈
の
力
と
白
魔
が
盛
り
上
っ
て
来
た
い
。
己
に
設
立
さ
れ
た
も
の
さ
へ
も
諸
種

の
障
碍
忙
舎
っ
て
充
分
に
設
展
し
得
た
い
い
。
か
う
し
て
彼
等
の
主
張
は
支
那
枇
合
忙
大
き
た
波
動
を
呼
ぴ
起
す
事
た
〈
、
モ
の
目
的

と
し
た
外
力
の
防
止
と
清
朝
棟
カ
の
再
建
に
も
失
敗
す
る
。

然
し
彼
等
の
思
想
と
運
動
は
此
の
方
向
へ
の
-
持
石
と
し
て
の
意
義
を
持
ち
康
有
溺
・
梁
砕
超
等
の
援
法
白
強
の
相
官
笑
と
し
て
継

承
さ
れ
て
行
〈
。
的
出
ち
経
法
自
白
の
提
案
は
己
に
早
〈
か
ら
康
有
矯
に
依
っ
て
、
外
力
D
防
衛
と
清
朝
槽
力
の
強
化
を
目
的
と
し
て

主
張
さ
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
が
、
更
に
日
清
戦
争
に
於
け
る
敗
戦
を
契
機
と
し
て
大
き
な
力
を
も
っ
て
展
開
き
れ
ナ
一
行
〈
の
で
あ
る
。

勿
論
稜
法
問
強
の
提
案
は
宵
岡
砲
兵
政
策
と
異
っ
て
、
あ
た
か
も
富
岡
強
兵
政
策
失
敗
の
原
因
を
街
く
か
の
様
に
、
生
産
力
を
の
も



ん
U

上
り
も
む
し
ろ
机
度
の
媛
草
に
章
一
軸
一
配
置
く
も
の
で
あ
り
F

先
づ
地
盤
を
整
へ
て
然
る
後
モ
の
上
に
進
め
ら
れ
る
可
き
生
産
力
。

問
題

E
採
り
上
げ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
売
。
然
し
外
か
ら
の
摩
力
を
防
ぐ
正
共
に
清
朝
模
力
失
脚
肢
の
趨
勢
を
阻
止
し
上
う
と
す

る
黙
に
於
て
、
杢
〈
同
一
の
目
的
を
迫
ム
も
の
で
あ
っ
た
。
印
9
h
J

阿
片
戦
争
を
契
機
と
す
る
外
力
の
強
化
と
清
朝
権
力
失
墜
の
傾
向

が
、
更
に
日
清
戦
争
比
依
っ
て
拍
車
を
か
け
ら
れ
る
時
、
(
二
君
主
立
憲
制
の
採
用
と
中
央
集
権
の
確
立
、
(
二
)
新
宿
の
編
成
と
訓

練
、
(
三
)
官
吏
制
度
の
改
革
、
(
四
)
毅
育
の
普
友
、
(
五
)
財
政
制
度
の
改
革
、
(
六
)
銀
行
の
設
立
及
び
柏
岡
山
辿
の
建
設
、
(
七
}
商
業
D

開
張
、
等
の
由
凶
汎
在
計
聾
を
賃
現
ず
る
事
に
依
A
Y
て
外
力
の
佼
味
噌
忙
劉
抗
し
併
せ
て
清
朝
樺
力
の
再
建
を
企
て
よ
う
と
し
た
白
で
あ

っ
た
。
彼
等
の
提
案
は
光
新
帝
に
依
っ
て
探
聞
さ
れ
、
更
に
光
締
二
十
四
年
帝
に
依
っ
て
夫
と
同
一
の
方
向
を
持
つ
縫
法
の
詔
勅
が

下
さ
れ
る
事
と
た
る
が
、
保
守
的
勢
力
の
妨
害
に
依
っ
て
失
敗
に
終
り
そ
の
資
行
が
阻
止
さ
れ
る
。
然
し
次
い
で
義
和
同
事
件
に
依

つ
で
清
朝
が
東
大
友
危
機
に
直
聞
す
る
と
共
に
、
吊
新
へ
の
運
動
は
究
第
一
に
力
を
加
へ
、
組
法
思
一
守
の
侍
統
の
巾
に
寝
り
乍
ち
革
新

的
在
日
間
岨
想
と
運
動
を
抑
隠
し
つ
む
げ
て
ゐ
た
保
守
的
勢
力
の
中
心
を
ゆ
り
へ
動
か
し
始
め
、
還
に
彼
等
白
ら
を
し
て
此
の
運
動
。
指
導

者
た
ら
し
め
る
。
そ
し
て
光
精
二
十
八
年
に
は
康
有
矯
等
の
鐙
法
白
強
の
提
案
の
中
に
盛
ら
れ
て
ゐ
た
思
想
が
そ
の
優
採
り
入
れ
ら

れ
、
制
度
幾
革
へ
の
準
備
が
開
始
さ
れ
る
事
と
詮
る
の
で
あ
る
。

あ
た
か
も
此
の
獄
な
革
新
運
動
を
背
景
と
し
叉
そ
の
運
動
の
一
環
と
し
て
、
同
一
の
目
的
を
求
め
る
財
政
改
革
論
が
新
し
い
内
容

を
持
ワ
て
授
場
す
る
の
で
あ
る
。
帥
ち
粧
費
節
減
増
税
等
の
方
法
を
更
に
一
歩
進
め
て
財
政
機
構
去
の
も
の
を
問
題
と
し
、
夫
の
件

ふ
銀
本
的
な
問
題
を
批
判
の
針
象
と
し
て
探
り
上
げ
る
の
で
あ
る
。

四

財
政
改
革
運
動
へ
の
殺
足

支
那
財
政
改
革
運
到
の
起
動

第
五
十
七
巻

ー」
ノ、

第

抗



支
那
財
政
改
草
運
動
の
起
貼

樺
五
十
七
巻

一
六
四

制
度
の
財
政
窮
乏
と
一
聯
の
革
新
運
動
の
中
か

ι財
政
機
構
九
て
の
も
の
を
封
象
と
す
る
清
朝
の
財
政
改
革
運
動
が
生
れ
て
来
る
の

第

腕

ァ、
四

で
あ
る
が
、
そ
の
賢
行
は
光
緒
=
一
十
二
年
の
憲
政
資
施
に
閲
す
る
上
総
に
端
を
設
す
る
。
郎
ち
そ
の
上
誌
の
中
に
は
悲
政
資
施
と
併

せ
て
諸
制
度
の
縫
革
を
行
ふ
可
君
事
を
掲
げ
、
そ
の
↑
っ
と
し
て
財
政
改
革
が
包
含
さ
れ
て
ゐ
た
。
更
に
光
緒
二
一
卜
四
年
の

k
論
に

依
っ
て
九
年
の
市
備
期
間
配
置
い
て
滋
政
主
賓
施
す
べ
き
事
が
公
表
せ
ら
れ
る
が
、
夫
と
共
に
財
政
改
革
に
関
聯
す
る
も
の
、
と
し
て

¥
 

州
出

+16
様
た
計
聾
が
明
に
せ
ら
れ
る
。

第
一
年
情
理
財
政
章
程
町
一
姐
布

第
二
年
各
省
歳
出
入
白
糖
数
調
査

N
F

第
一
一
一
年
各
省
歳
肉
入
綿
敬
白
磁
査
・
地
方
税
章
程
町
制
定
・
理
算
ま
浮
富
山
神

第
問
年
合
計
法
旧
制
定
・
地
方
袖
章
程
の
頒
布
・
岡
家
松
茸
程
田
制
定

第
五
年
岡
家
枕
章
程
の
釧
布

第
六
年
金
閥
現
算
。
試
排

助

F
b
年
金
岡
決
算
内
試
排
・
骨
計
法
の
頒
布

第
凡
年
皇
室
純
費
円
確
定
・
曾
剖
皆
目
覚
行
・
審
計
院
の
設
置

第
九
年
議
曾
に
提
出
す
べ
き
現
算
の
確
定

印
ち
珠
算
制
度
の
採
用
・
合
計
法
の
制
定
・
皇
室
経
費
と
一
般
経
費
の
分
離
と
共
忙
財
政
楳
の
中
央
へ
の
集
中
と
財
源
白
中
央
に
依

る
確
保
が
、
財
政
改
革
に
於
け
る
根
本
目
標
と
し
て
示
さ
れ
、
財
政
に
於
け
る
秩
序
の
確
立
と
窮
乏
の
克
服
が
此
等
の
諸
改
革
主
通

じ
て
寅
現
さ
れ
る
事
止
た
っ
た
の
で
あ
る
が
、
特
に
清
理
財
政
章
程
升
ぴ
に
岡
家
税
辛
程
・
地
方
税
字
程
の
制
定
は
、
財
政
械
の
中

央
へ
の
集
中
と
財
源
の
中
央
忙
依
る
確
保
主
、
従
っ
て
清
朝
の
財
政
務
理
の
鴻
の
あ
ら
ゆ
る
努
力
に
サ
し
て
最
も
大
き
た
障
碍
と
た

っ
て
ぬ
た
特
異
た
財
政
機
構
の
根
本
的
改
革
を
資
規
吐
し
め
る
も
め
で
あ
っ
た
。

清闘行止法、容王・昭ア、-~.t;1七真。29) 



此
の
計
者
は
直
ち
に
賓
行
陀
移
さ
れ
た
づ
光
緒
三
十
阿
年
に
は
八
辛
三
十
閲
保
か
ら
成
る
清
理
財
政
事
程
が
制
定
さ
れ
る
。

そ

し

て
財
政
槽
統
一
の
潟
陀
度
支
部
(
戸
部
)
の
樺
限
が
横
大
さ
れ
、
従
来
替
撫
に
隷
局
し
て
ゐ
た
地
方
財
政
官
腐
た
る
布
政
使
が
度
支
部

に
直
属
す
べ
き
も
の
と
定
め
ら
れ
る
。
突
い
で
宣
統
定
年
忙
は
清
理
財
政
学
程
の
定
め
る
所
に
従
っ
て
清
理
財
政
底
解
事
字
程
・
清

理
財
政
局
排
事
苧
穫
が
制
定
せ
ら
れ
、
翌
二
年
中
央
及
び
各
省
忙
情
理
財
政
庖
及
び
清
一
却
財
政
局
が
設
ム
ん
せ
ら
れ
る
と
共
に
、
一
此
副

除
湿
官
が
各
省
に
振
遣
さ
れ
財
政
整
現
と
岡
家
税
・
地
方
税
割
分
白
準
備
調
査
笠
君
手
ず
る
q

そ
の
結
果
と
し
て
各
省
財
政
説
明
書

が
編
纂
さ
れ
特
に
岡
家
税
・
地
方
税
剖
分
の
基
準
が
詳
制
忙
研
究
さ
れ
る
。
更
に
三
・
=
一
年
比
は
試
緋
珠
算
冊
式
夜
例
一
一
昌
一
-
十
一
一
保
・

試
地
問
杢
岡
珠
算
暫
行
常
樟
・
武
弊
各
省
珠
算
智
行
本
程
・
試
燐
特
別
環
算
暫
行
章
程
等
が
制
定
さ
れ
、
此
等
に
単
操
し
つ

A
E
副
監
瑚

官
の
調
査
に
恭
い
て
宣
統
三
年
白
鷺
算
が
編
成
さ
れ
る
。
か
う
し
て
財
政
改
革
は
財
政
棟
の
中
央
へ
白
集
中
と
財
源
の
中
央
へ
の
確

保
を
中
山
と
し
て
漸
突
貫
行
陀
移
さ
れ
て
行
く
白
で
あ
る
が
、
第
三
年
度
ま
で
の
計
書
を
貸
行
し
財
政
改
革
の
碁
本
方
向
を
示
し
た

丈
で
、
何
等
兵
糧
的
詮
成
旧
市
左
事
げ
る
事
も
無
〈
す
べ
て
を
未
解
決
白
ま
ミ
に
残
し
て
、
清
朝
は
=
一
百
年
比
瓦
る
支
那
支
配
の
幕
を

閑
ぢ
る
の
で
あ
る
。

宇
一
亥
革
命
主
経
で
新
し
い
政
府
が
成
立
す
る
が
い
草
命
後
の
新
政
府
に
依
つ
で
も
清
末
に
示
さ
れ
た
財
政
改
草
の
根
本
方
針
が
繕

承
さ
れ
、
政
局
白
不
安
定
に
基
〈
再
三
に
亙
る
政
府
の
交
代
に
も
拘
ち
ゃ
，
一
貫
し
て
、
財
政
槽
の
中
央
へ
の
集
中
と
財
源
?
中
央
に

依
る
確
保
の
矯
に
大
き
な
努
力
が
沸
は
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
線
に
沿
ム
規
定
が
繰
り
返
し
繰
り
返
し
定
め
ら
れ
て
行
〈
。
然
し
此
白

糠
た
一
貫
し
た
大
き
な
努
力
に
も
拘
ら
や
、
政
局
の
不
安
定
・
軍
閥
の
抗
争
・
各
省
白
濁
立
運
動
等
に
妨
げ
ら
れ
て
、
財
政
改
革
運
動

は
何
れ
も
失
敗
に
終
り
‘
財
政
の
費
情
は
著
し
い
窮
乏
と
混
飢
に
終
姶
す
る
。
そ
し
て
只
外
債
・
内
債
或
は
特
殊
岡
庫
詮
券
の
護
行

に
依
つ
亡
辛
う
じ
て
窮
放
を
糊
塗
す
る
の
で
あ
る
。
政
t

肘
が
再
三
財
政
改
革
に
闘
す
る
同
巴
様
な
規
定
を
定
め
そ
の
矯
比
大
き
な
努

支
部
財
政
改
革
誕
励
。
起
貼

第
五
十
七
巻

ノ、
王

第

競

プミ

単王



支
那
財
政
改
革
運
動
円
起
貼

，
第
五
十
色
巻

一
六
六

解

説

ノ、

六

唱--

力
を
続
け
ね
ば
友
ら
な
か
っ
た
事
白
樫
が
、
己
に
夫
等
が
止
へ
敗
忙
終
ら
ね
ぽ
な
ら
た
か
っ
た
事
を
讃
明
ず
る
も
D
で
あ
る
。
例
へ
ば

民
図
四
年
に
は
中
央
併
款
考
成
僚
例
が
制
定
せ
ら
れ
、
財
政
臓
長
の
責
任
に
閲
し
て
組
め
て
殻
格
左
規
定
が
定
め
ら
れ
た
に
も
拘
ら

船

十
、
中
央
へ
の
送
金
額
は
僅
少
訟
も
の
忙
荊
ぎ
た
か
っ
た
。
叉
同
年
陀
は
中
央
専
款
制
が
定
め
ら
れ
畑
酒
税
が
中
央
官
骨
款
と
せ
ら
れ

た
が
、
多
く
の
省
に
於
て
は
姻
酒
税
収
入
が
各
省
外
債
の
権
保
忙
伏
せ
ら
れ
或
は
夫
々
の
軍
費
に
充
首
せ
ら
れ
て
ゐ
た
。
か
う
し
て

民
園
初
期
に
於
て
は
精
米
托
示
さ
れ
た
財
政
改
革
に
闘
す
る
呆
本
方
向
が
受
け
維
が
が
て
、
そ
の
方
針
に
市
ふ
法
律
が
何
等
と
な
く

制
定
さ
れ
そ
の
目
的
へ
の
大
昔
た
努
力
が
〈
り
返
さ
れ
る
が
、
此
等
白
制
度
に
生
命
を
典
へ
る
丈
の
地
盤
が
快
砂
て
ね
る
矯
忙
何
れ

も
何
等
の
成
果
を
も
賀
ら
し
得
た
い
。
そ
し
て
此
の
運
動
は
夏
忙
闘
民
業
に
依
つ
で
も
続
け
ら
れ
る
事
と
な
る
り
で
あ
る
。

図
民
窯
は
巳
に
早
く
か
ら
そ
の
財
政
政
策
に
闘
し
で
一
定
白
方
向
を
示
し
て
ゐ
た
が
、
特
に
財
政
植
の
中
央
へ
の
集
中
と
財
源
の

中
央
忙
依
る
確
保
在
、

i

従
来
の
政
府
と
同
じ
〈
そ
の
中
心
問
題
と
し
て
掲
げ
て
ゐ
た
。
従
っ
て
閉
す
べ
か
ら
此
の
方
向
へ
の
努
力
が
梯

は
れ
、
諸
種
の
合
議
が
開
催
さ
れ
る
毎
に
此
の
円
的
責
現
の
鋳
の
提
案
が
岬
摘
さ
れ
、
或
は
犬
が
法
律
と
し
て
制
定
さ
れ
て
ぬ
た
。
支

那
統
一
の
進
捗
に
件
ム
岡
民
認
の
勢
力
蹟
大
に
助
け
ら
れ
て
べ
此
等
白
法
律
も
従
来
白
も
の
と
異
っ
て

E

次
第
に
力
を
持
ち
、
清
末
以

降
の
財
政
改
革
誕
動
は
岡
氏
誌
の
努
力
に
依
っ
て
一
際
完
成
す
る
か
に
見
え
た
。
財
政
部
長
志
財
政
報
告
の
皮
巨
財
政
改
革
の
成
功

を
誇
張
し
て
侮
へ
て
ゐ
た
。
然
し
そ
の
財
政
欣
慨
は
依
然
従
来
の
窮
乏
欣
慌
か
ら
解
放
さ
れ
る
事
た
く
、
政
府
は
銀
行
と
結
び
つ
き
、

何
等
の
計
叢
を
も
件
は
泣
い
公
債
政
策
に
依
っ
て
財
政
を
運
替
し
つ
ピ
け
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
勿
論
氏
園
二
十
四
年
白
孔
財
政
部
長

の
前
々
年
度
及
び
前
年
度
に
闘
す
る
財
政
報
告
忙
於
て
は
、
一
政
的
牧
入
不
足
白
根
本
原
悶
と
し
て
、
(
一
)
北
陸
討
伐
に
基
く
軍
費
の

増
大
、
(
二
)
経
済
建
設
費
の
増
加
、

3
C
水
害
復
叩
閣
の
潟
の
経
済
等
が
掲
げ
ら
れ
、
租
税
収
入
は
溺
増
の
傾
向
に
あ
り
図
民
黛
の
財

州

，

政
改
革
は
着
々
そ
の
成
果
を
皐
げ
つ
h

あ
る
と
主
張
せ
ら
れ
て
ゐ
た
然
し
財
政
改
革
の
結
果
が
遵
守
せ
ら
れ
て
ゐ
た
の
は
僅
か
に

高士毅、民閤財政且七六0一七二頁。
川夜、主郡白畑沼世、匹l六五七頁。
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町
民
認
支
配
棋
の
及
ぶ
地
域
に
限
ら
れ
、

一
肱
形
式
的
に
と
そ
閣
民
業
の
支
那
統
一
は
完
成
さ
れ
た
か
の
慨
を
呈
し
て
ゐ
た
が
、
多

間

〈
の
特
に
於
て
は
夫
等
の
規
定
が
守
ち
れ
宇
、
利
税
政
入
は
依
然
抑
脅
さ
れ
夫
々
の
経
費
忙
充
常
さ
れ
て
ゐ
た
。
租
杭
牧
入
の
増
加

は
財
政
改
革
の
結
県
よ
り
も
む
し
ろ
再
三
行
つ
も
ι
闘
税
・
臨
税
・
統
税
の
税
率
引
き
上
げ
に
依
る
も
の
で
あ
っ
た
。
か
う
し
て
岡
氏
築

の
財
政
改
革
に
伏
つ
で
も
や
は
り
従
来
と
同
じ
〈
そ
の
形
式
が
整
へ
ら
れ
た
丈
で
、
清
末
以
降
引
き
つ
ピ
い
て
行
は
れ
て
来
た
財
政

楳
心
中
央
へ
の
集
中
と
財
源
山
中
央
に
依
る
確
保
の
錦
の
運
動
は
、
向
完
成
さ
れ
る
事
た
〈
、
中
央
と
各
省
と
の
財
政
閥
係
の
中
に

は
奮
い
も
心
が
ま
だ
生
き
残
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

僅
か
に
近
代
支
郊
財
政
史
の
一
つ
の
側
面
か
ら
見
る
に
過
ぎ
左
い
が
、
共
出
胞
に
一
不
さ
れ
た
事
貨
の
科
に
、
我
々
は
支
那
財
政
白
持
.

つ
一
つ
の
特
長
を
更
に
支
那
経
済
乃
至
枇
舎
の
持
つ
性
格
の
一
端
を
、
此
の
狭
い
す
き
聞
を
週
ヒ
て
鋭
ム
事
が
川
き
る
の
で
あ
る
。
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